
新処分場整備については、搬出入道路の再検討を中心とした各地区個別の要望への検討を行ってき

たところですが、その間、全体の進捗状況について、鶴巣地区全域へのお知らせが不足しておりまし

た。今般、搬出入道路について、町道大崎清水谷線からの通行検討を条件に工事期間及び開設時には

現在の計画道路を使用して良いという一定の方向性を出していただいたことから、地区の皆様に広報

誌を通じて、現在の状況をお知らせすることをスタートさせていただきますので、ご覧ください。な

お、この広報誌は不定期刊ですが、計画の現状をご理解いただけるように発行していきますのでよろ

しくお願いします。

宮城県環境生活部新最終処分場整備対策室・公益財団法人宮城県環境事業公社

新処分場ニュースVol.1

「環境影響評価等の報告説明会」の開催
日時：令和６年６月１日（土）１９：００～２１：００頃
場所：鶴巣防災センター

当日は、今後設置する環境保全協議会に代表者の方が加わっていただく大和町鶴巣幕柳、鳥屋、大
平上、大平中、大平下の各地区にお住まいの方及び事業を営まれている方３４名、及び鶴巣地区３町
議、町関係３課長にも参加いただきました。公社側から下記事項について説明を行った上で、参加者
の皆様方から多くのご質問、ご意見をいただきました。
（１）環境影響評価に係る現地調査等の報告について
（２）水文調査（井戸調査結果を含む）について
（３）上水道導入促進事業における意向調査について
なお、上記の意向調査については、書類の準備が整い次第、対象者の方に調査票を郵送し、回収は、
公社職員が各戸を訪問し、聞き取り調査を実施することとしております。

[参加した方々からいただいた主なご質問・ご意見等と公社の方針]
〇調査結果は理解したが、新処分場稼働後は、どのくらいの期間、どういった頻度でモニタリング調
査を実施していくのか。
（公社方針）施設稼働後のモニタリング調査は、現処分場での実績等も踏まえながら、関係地域住民の
方々のご意見を聞いたうえで具体的な調査方針を決定してまいります。
〇公社の取組状況は、年一回開催の環境保全協議会だけでは、参加者も限定しているし、回数も足り
ない。町でも、月一回は広報誌を発行している。
（公社方針）ご意見を踏まえ、この度、本誌を発行することとしました。地区毎の説明会についても、
事業の進捗に応じて開催してまいります。
〇上水道基本料金を免除する期間の２０年間の根拠を教えてほしい。
（公社方針）新処分場の計画埋立期間から２０年間としていますが、実際の埋立期間が２０年を超えた
場合は、その期間も基本料金は免除となります。

～新最終処分場の進捗状況等について～

令和６年６月１４日発行



【問合せ先】
担 当：（公財）宮城県環境事業公社 企画調整部
電 話：（０２２）３４３－２８７７
E-mail：miya-kan@aioros.ocn.ne.jp

新産業廃棄物最終処分場整備事業の概要について

１．新処分場の施設配置（案）

２．新処分場の整備スケジュール

埋立地内（ の区域）に降った雨（廃棄物に触れた水）は、すべて浸出水調整槽①に誘導した
上で浸出水処理施設で水処理し、大和町公共下水道に排出します。また、埋立地以外に降った雨は、
防災調整池で流出抑制対策を図った上で、周辺河川等に放流します。

令和９年度内の新処分場開設に向け、来年度当初から本格的に工事着手できるよう、今年度は、工
事発注や各種許認可等の手続きを進めているところです。

埋立地の底から調整槽に誘導
する排水管を敷設します。

埋立地内に降った雨は、一端ここに集ま
ります。鉄筋コンクリート構造ですが、
土中のため地表からは見えません。

埋立地に降った雨は、ここで
浄化し下水道に流します。

埋立地以外に降った雨は、一
旦ここに集め、放流量を調整
して河川に流します。
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処分場周辺地域環境整備事業の進捗状況について

【問合せ先】
担 当：宮城県 環境生活部 新最終処分場整備対策室 整備対策班
電 話：（０２２）２１１－３１６５ E-mail：saisyuse@pref.miyagi.lg.jp

事業 事業内容 事業主体

河川事業

・西川河道掘削及び堤防整正、樋管改修
・小西川河道掘削及び堤防整備
・山田川の改修
・窪川の土砂撤去等

宮城県

道路事業
・県道の路面改修、側溝蓋の復旧、橋補修、歩道補修、ガードレール
補修、排水路の改修、支障木伐採
・町道側溝整備、側溝蓋整備補修、橋梁拡幅等

宮城県、大和町
宮城県環境事業公社

農業事業

・堰の可動堰化、改修、農業用水施設の改修、処分場周辺のため池等
の改修
・農業用ため池の廃止
・ため池の浚渫及び井戸の設置
・町道への側道（耕作道）の整備

宮城県、大和町
大和町土地改良区

交通安全
事業

・県道と町道の交差点への信号機の設置（公安委員会と協議）
・町道の路面標示、看板・カーブミラー設置等
・町道への防犯カメラの設置

宮城県、大和町

その他事業
・上水道導入促進事業
・農業用井戸整備事業
・環境整備費及び地域振興助成金

宮城県環境事業公社
大和町

処分場周辺地域環境整備事業は、令和４年１０月１９日に宮城県知事、大和町長、宮城県環境事業公

社理事長の３者で交換した覚書に基づき関係機関が協力し、地域の振興に資する目的で実施しています。

Vol.1では主な事業の一覧をお示しします。次の広報誌より、個別の事業をお知らせしていく予定とし

ていますので、引き続き鶴巣地区の皆様のご理解とご協力をお願いします。

宮城県環境生活部新最終処分場整備対策室

県道大和松島線の路面改修

（大平下地区）

●実施事業

西川の河道掘削
県道塩釜吉岡線の路面改修

（大崎地区）

着手前

完了

●主な環境整備事業メニュー


